
特許出願で有利になる実験ノートの書き方と運用ガイ
ド

エグゼクティブサマリー

実験ノート（紙・ELN）は、「いつ・誰が・何を・どのように考え／実施し・どんな結果を得たか」を、後
から第三者（審査官・裁判所・相手方・監査人）が追える形で残すための一次記録である。とくに日本では
先願主義（先に出願した者が原則として特許を得る）であるため、特許“取得”そのものに発明日の立証が常
に必要になるわけではない一方、企業実務では、①先使用権（特許法79条）やノウハウ防衛での「出願前か
ら自社が実施／準備していた」立証、②共同発明・職務発明・権利帰属（誰が発明者か／会社に承継された
か）争い、③審査・審判・訴訟での実験成績（効果・裏付け）提出、④発明の着想から実施例までの時系列
整理（優先日・基礎出願の整理）で、実験ノートが“客観的証拠”として効いてくる局面が多い。

実務上の要諦は、証拠として強いノートに共通する「三本柱」を、紙でもELNでも設計・運用に落とすことに
ある。第一に同時性（コンテンポラネアス）：観察・操作・判断を“その時点で”記す（後からの作文を疑わ
れない）。第二に帰属性（誰の行為か）：記録者の署名／電子署名、レビュー（目撃者）記録、アクセス権
限で追える形にする。第三に完全性（原データと紐づく）：試薬ロット・装置設定・生データ保存先・改訂
履歴・監査ログまで含めて再現可能性／追跡可能性を確保する。これらは、研究倫理・研究公正の観点から
の推奨（第三者が追試できる詳細、貼付物の署名、目撃者署名、相互引用など）とも整合する。

国内裁判例として、発明者・権利帰属が争われた事件で、研究ノート（乙号証）が「発明の経緯に関する客
観的証拠」として位置づけられ、当事者の陳述の変遷よりも客観資料を軸に発明者認定が行われた例があ
る。これは、“レビュー可能で時系列が読み取れる研究ノート”が争点解決の中心になることを具体的に示
す。

電子化（ELN）を採る場合は、単に「紙をデジタルに置き換える」のではなく、監査証跡（改訂履歴）・タイ
ムスタンプ・電子署名・ロック（確定）・アクセス制御・バックアップをセットで設計しないと、証拠力が
むしろ落ちる。ELNベンダーの公式ドキュメントでも、ページ署名後のロック、監査証跡や自動バージョニン
グ、署名・ウィットネス（witnessing）ワークフローが「記録の改変耐性」「IP保護」に資する機能として
明示されている。

以下では、業種未指定・一般的な企業標準の機密性を前提に、特許出願・審査・訴訟で有利になり得る“書き
方（フォーマット）”と“運用ルール（ガバナンス）”を、紙ノート／ELNそれぞれについて、テンプレート
（コピー可能）と匿名化した記入例（紙2例・ELN2例）を含めて整理する。

法的背景と証拠としての評価ポイント

日本の特許実務で実験ノートが「効く」場面は、取得要件（新規性・進歩性等）そのものよりも、①先使用
権・ノウハウ防衛、②発明者／権利帰属、③審査・審判・訴訟での実験データの信頼性、④優先日・改良発
明の線引きに集中する。

先使用権（特許法79条）は、「特許出願時より前から独立に発明して実施／準備していた」者を救済する制
度だが、登録で自動的に公示される権利ではなく、争いになれば裁判等で立証が問題になる。そのため、研
究ノートや設計図、発注書・納品書等の“日常業務で作られる資料”を、後から改変できない形で体系的に保
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管し、必要に応じて確定日付・タイムスタンプ・公証等で証拠力を高めるという発想が、日本の公的資料で
も繰り返し示されている。

発明者・権利帰属（共同発明／職務発明／「特許を受ける権利」）の争いでは、裁判所は「誰が特徴的部分
の完成に現実的に関与したか」を、当事者の供述だけでなく、メールやメモ、試作品、そして研究ノートな
どの客観資料で丁寧に認定する傾向が強い。例えば、特許を受ける権利の確認請求控訴事件で、研究ノート
（乙号証）に課題・解決手段・効果に相応する記載があることなどから、特徴的部分の完成に関与した者を
認定し、陳述の変遷があっても「客観的証拠」の存在を重視して判断している。

審査・審判・訴訟の局面では、実験成績証明書（実験結果の提出）が争点形成の中心になることがある。

特許庁の審査ハンドブックでは、実験成績証明書等を提出する際、「証明すべき事項・実験内容・実験結果
が明確に確認できる程度に必要な事項」を記載すること、提出日・実験者名等により引用証拠を特定するこ
とが示されている。つまり、ノート側で“条件・設定・原データ”まで揃っていないと、後から強い実験成績
を作れない。

また、裁判例上も、出願後提出データ（いわゆる後出し実験データ）の扱いは、明細書記載との関係で争点
化し得る。出願後データの参酌をめぐる議論・事例研究は特許庁の検討資料でも体系化されており、比較対
象や明細書の記載の程度（効果の示し方）などが論点として整理されている。
知財高裁には、明細書に効果の記載が乏しい場合に出願後提出の実験結果による主張を制限する方向の示唆
を含むもの（たとえば「偏光フィルムの製造法」大合議判決が記載要件との関係で事後データ補完の限界を
論じたことなど）もあり、“出願に必要な裏付け実験を、いつ・どの条件で・どういう原データで取った
か”を、出願前から説明できる体制が重要になる。

証拠としての“紙／電子の文書”は、（大づかみに言えば）成立の真正（その人が作ったのか）と、内容の信
用性（書いてあることがどれだけ信用できるか）の二段で見られる。政府資料でも、民事裁判で文書証拠を
使う際にこの二層を区別して説明している。
この観点から実験ノートを設計すると、成立の真正を支える「署名・管理手続・アクセス制御・監査証跡」
と、内容の信用性を支える「同時性・再現性・原データとの紐づけ・改ざん困難性」が、必須の設計要件に
なる。

国外（特に米国）では、歴史的に「先発明主義」の名残もあって、利害関係者の口頭証言だけで事実を覆す
ことに強い警戒があり、証言にはコロボレーション（裏付け）が求められるという考え方が判例上明確にさ
れている。たとえば米連邦巡回控訴裁判所は、利害関係者の長期にわたる過去事実の口頭証言には重い負担
があるとし、発明等に関する口頭証言には何らかの裏付け証拠が必要である旨を述べている。
また、発明の着想（conception）の裏付けに、研究ノート（目撃者署名のあるエントリを含む）が用いられ
た例が連邦巡回控訴裁判所の判断として引用されている。

さらに米国は現在「先発明主義」ではないが、AIA（米国特許法改正）後も派生（derivation）手続などで
「誰から派生したか」が争点になり得るため、ノートは引き続き重要と整理されている（USPTOのMPEPも
派生手続の位置づけを示す）。
したがって、国際展開が想定される企業ほど、「先願主義の日本だけを見た最低限」ではなく、“第三者裏付
け（レビュー／ウィットネス）”“改訂履歴”“原データ完全性”を最初から組み込んだ設計が合理的である。

記載ルールと必須項目

実験ノートの“証拠力”を最短で上げるには、「何を書けば良いか」より先に、“どう書くと疑われにくい
か”を設計するのが近道である。日本の公的資料（先使用権ガイド）でも、証拠化を意図した研究ノートの作
成方法として、改変が難しい筆記具、修正方法、連続ページ、貼付物の署名、管理情報の記載などが具体的
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に推奨されている。
研究公正の観点からも、時間順、空白を残さない、即時記載、貼付物の署名、第三者が再現できる程度の詳
細、共同研究でのアイデア帰属の意識など、実務に直結するポイントが整理されている。

ここでは、ユーザー指定の必須項目（日付、署名、実験条件、試薬ロット、装置設定、原データ保存、改ざ
ん防止、目撃者/レビュー、関連文献/先行技術メモ、着想・実施例の時系列証拠）を、「書き方」→「証拠と
しての狙い」→「落とし穴」の順に具体化する。

必須項目の“実務記載仕様”（紙・ELN共通の考え方）

必須項目 具体的な記載方法（推奨）
証拠として効く理由（何を
満たすか）

よくある落とし穴／
修正

日付
各ページ／各エントリの冒頭に西
暦で（複数日に跨る場合は開始日
＋当日の作業日、必要なら時刻）

時系列（同時性）の骨格。
後の優先日整理、先使用権
の「出願前」証明、発明者
認定の前提。

まとめ書き疑い：後
日追記は「追記」表
示＋追記日＋理由
（ELNなら追記理由
欄）。

署名（記
録者）

紙：ページ末に自署、訂正箇所に
も小さくイニシャル＋日付。
ELN：電子署名（目的＝作成/レ
ビュー/承認の意味を明示）

「誰が作ったか」を強化
（成立の真正）。訂正
を“履歴として見せる”こと
で改ざん疑いを減らす。

“消す・上書き”は致
命傷：二重線＋日付
＋署名（紙）、監査
証跡に残る編集＋理
由（ELN）。

目撃者/レ
ビュー記
録

紙：技術が理解できる別人が
「Read & Understood」等で署
名・日付。ELN：witnessing/カウ
ンターサインでロック＋レビュー
コメント。

当事者供述の補強（客観
性）。国外では裏付け重
視。ELNでも署名後ロック
＋証人レビューが機能とし
て提供される例がある。

同じ発明者が証人に
なる：共同発明争い
に弱い。証人選定基
準を社内ルール化。

実験条件
温度、時間、濃度、pH、圧力、湿
度、サンプル前処理、対照条件、
逸脱（deviation）を明示

第三者再現性／内容の信用
性。研究公正ガイドでも
「第三者が再現できる程度
の詳細」「即記載」が強
調。

“成功条件だけ”を書
く：失敗条件・逸脱
も記録（後の効果立
証・原因解析で重
要）。

試薬ロッ
ト

供給者、品名、型番、ロット/バッ
チ、有効期限、保管条件、調製
者、調製日。社内試薬なら作製記
録へのリンク。

再現性と、後日「同一条件
でやった」説明の核。外部
委託情報・生データも記録
対象として扱う指針と整
合。

“型番だけ”でロット
抜け：テンプレ必須
項目で強制
（ELN）、紙は欄を
固定化。

装置設定

機器名（メーカー/型式）、ソフト
版、主要設定（例：流量、波長、
ゲイン、サンプリング、フィル
タ、校正状態）。ファイル名/測定
IDも。

「結果が同条件で得られ
た」説明を可能にする。監
査証跡や設定・操作履歴の
重要性は電子記録規制や監
査ログの考え方とも整合。

スクショ貼付だけで
検索不能：設定値を
テキストでも残す
（ELNはフィールド
化）。
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必須項目 具体的な記載方法（推奨）
証拠として効く理由（何を
満たすか）

よくある落とし穴／
修正

原データ
の保存方
法

原則：生データは別保管（改ざん
困難・アクセス制御・バックアッ
プ）し、ノートには保存先・識別
子・ハッシュ（可能なら）を記
す。貼付困難なものは所在を記し
相互引用。

ノート単体ではなく「ノー
ト→原データ→解析→結
論」の鎖を作る。ガイドで
「貼付困難なものは所在を
記し別途保存し相互引用」
が推奨。

個人PC／USBに散
在：保存先を統一
し、バックアップを
物理分離する（ラン
サム等に強い）。

改ざん防
止策

紙：鉛筆不可、修正液不可、連続
ページ、空白は斜線、貼付物に跨
る署名。ELN：監査証跡、タイム
スタンプ、ロック、権限分離、ロ
グ保護。

JPO資料は紙ノートの改変
耐性（筆記具、修正、連続
頁、貼付物署名、管理情
報）を具体化。ログ・証跡
は改ざん／削除防止とアク
セス制限が望ましいとする
公的ガイドもある。

“下書き→清書”運
用：清書は作文疑
い。下書きは下書き
として保管し、正式
記録は当日記録に統
一。

関連文
献・先行
技術メモ

その場で見つけた論文・特許公
報・URL等を、「いつ知ったか」
「どこが関連か」と一緒にメモ。
出願時に知っている先行技術文献
情報の開示要件（36条4項2号）に
備え、候補を整理。

日本では先行技術文献情報
開示要件が審査基準で整理
され、出願時に知っている
文献公知発明がある場合の
記載が論点になる。研究段
階でのメモが後工程の質を
上げる。

“リンクだけ”：PDF/
書誌情報も保存し、
引用した箇所・差分
（一致点/相違点）を
短文で残す。

発明の着
想・実施
例の時系
列証拠

「課題→仮説→試作→評価→改良
→最終形」を、実験と同じノート
体系で連番化。会議・討論も記
録。共同研究ではアイデア帰属を
意識して記載。

研究公正ガイドは「ミー
ティングでの討論も記録」
「共同研究で帰属を意識」
を明示。裁判例でも研究
ノートが発明経緯の客観証
拠として重視され得る。

“誰の寄与か”曖昧：
参加者・提案者・決
定事項・次アクショ
ンを明確化（共同発
明争いに強い）。

上表のうち、紙ノートで特に強力なのは「連続頁・改訂の見える化・貼付物の跨り署名・管理情報」であ
り、これは日本特許庁 の先使用権ガイドで具体的に推奨されている。
ELNで特に強力なのは「電子署名でロック＋監査証跡＋自動バージョニング＋権限管理＋ログ」であり、主要
ベンダーの公式機能説明でも、この組合せが“信頼性”や“IP保護”の中核として示されている。

紙ノートと電子ノートの推奨フォーマットとテンプレート

紙とELNは「どちらが上」ではなく、証拠としての強みが違う。紙は物理的連続性が強みで、ELNは検索性・
監査証跡・アクセス制御が強みになる。一方で、ELNは設計を誤ると（権限が広い、ログが残らない、ロック
されない、移行で履歴が欠落する等）証拠力が急落するため、“導入”より“運用設計”が重要である。
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紙ノート vs ELN 比較表（実務・証拠観点）

観点 紙ノート（推奨） ELN（推奨）
証拠力を落とす典型パター
ン

改ざん耐
性

製本（差替え不可）、連続
頁、ボールペン、訂正は二
重線＋日付＋イニシャル、
空白は斜線、貼付物は跨り
署名 

監査証跡（編集履歴）、電
子署名でロック、タイムス
タンプ、権限分離、ログ保
護 

紙：ルーズリーフ/鉛筆/修
正液。ELN：署名しても編
集可能、監査証跡が不十
分、管理者がログを編集可
能 

検索・再
利用

目次・索引・タグ手書き
構造化フィールド、全文検
索、テンプレート強制、リ
ンク 

ELNを“自由記述メモ帳”と
して使い、ロットや設定が
埋もれる 

目撃者/レ
ビュー

物理署名（証人）で補強 
witnessing／カウンターサ
インでロック（例：署名
後、証人レビュー後に恒久
ロック） 

証人が発明者本人／同じ
チームで利害が強い／レ
ビューが数か月遅延 

原データ
連携

別媒体保存＋所在記載＋貼
付（可能範囲） 

計測データ添付・リンク・
メタデータ化、署名後ロッ
ク、監査証跡 

“画像貼付だけ”で原ファイ
ルが失われる／所在が不明
で追跡不能 

バック
アップ/保
全

物理保管（鍵付き）、災害
対策（複製・遠隔保管）

物理分離バックアップ、復
元テスト、監査ログ保護 

ELNのバックアップをユー
ザー任せ／退職でアクセス
不能／移行で履歴欠落 

出願・審
査での使
い方

出願ドラフトの根拠（実施
例・比較例）、先行技術メ
モ、実験成績証明書の素材 

同左＋提出資料の自動PDF
化（署名・監査証跡付きエ
クスポート） 

“出願後に慌てて探す”：
データ不足で実験成績証明
書が弱い 

推奨テンプレート（コピー可能テキスト）

以下は「汎用業種」を前提に、特許・訴訟で強くするために必須項目を“欄”として固定化したテンプレート
例である。
（注）テンプレそのものは自社のSOP・機密区分に合わせて調整する。研究公正ガイドが推奨する“第三者が
追跡できる記録”を満たすことが目的。

紙ノート用テンプレート例

【実験ノート（紙）テンプレート P-1：実施例／評価試験】

Notebook ID：
Page：      /      （連続ページ）     プロジェクトコード：
実験タイトル：
日付（作業日）：YYYY-MM-DD   開始時刻：    終了時刻：
記録者（自署）：

【目的/狙い（特許の観点：課題→仮説）】
- 目的：
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- 背景（先行技術/従来法との差分メモ）：

【対象サンプル／試作品】
- サンプルID：
- 作製日/作製者：
- 保管条件：

【試薬・材料】
- 名称/メーカー/型番：
- ロット/バッチ：
- 有効期限：
- 調製（濃度、溶媒、pH、調製日、調製者）：

【装置・ソフト・設定】
- 装置（メーカー/型式/管理番号/校正状態）：
- ソフトウェア/バージョン：
- 主要設定（数値で）：

【手順（第三者が再現できる粒度）】
1)
2)
（逸脱があれば：逸脱内容／理由／影響評価）

【観察・結果（当日記録）】
- 観察：
- 数値結果：
- 生データの所在（ファイル名、媒体、フォルダ、測定ID）：
- 添付物（写真/出力紙/図）：貼付あり／なし（貼付物に跨り署名・日付）

【考察（事実と区別して記載）】
- 解釈：
- 次の実験：
- 発明の着想（新規点の言語化：どこが特徴的か）：
  * 特徴点A：
  * 特徴点B：

【署名】
記録者署名：＿＿＿＿＿  日付：＿＿＿＿＿
目撃者/レビュー署名（Read & Understood）：＿＿＿＿＿  日付：＿＿＿＿＿

【実験ノート（紙）テンプレート P-2：発明着想・会議メモ（共同発明争い対策）】

Notebook ID：          Page：
日付：YYYY-MM-DD   会議/検討 名称：
参加者（所属・役割）：
議事録作成者（自署）：

【議題（課題）】
- 課題定義：
- 先行技術/既存製品の制約：

6



【提案（誰が言ったかを明示）】
- 提案1（提案者：　　　　）：内容／根拠
- 提案2（提案者：　　　　）：内容／根拠

【決定事項（いつ、何を、誰が）】
- 決定1：
- 決定2：

【着想の“発明要素”分解（寄与の可視化）】
- 発明要素A：提案者／補強者／反証者
- 発明要素B：提案者／補強者／反証者

【次アクション（実験・試作・調査）】
- TODO（担当/期限/成果物）：

【関連資料リンク（社内資料ID、スライド、図面、メール）】
- 参照：
- 添付（貼付できなければ所在を記載）：

署名（作成者）：＿＿＿＿＿  日付：＿＿＿＿＿
レビュー署名（任意）：＿＿＿＿＿  日付：＿＿＿＿＿

ELN用テンプレート例（入力フィールド設計）

【ELNテンプレート E-1：実験エントリ（構造化フィールド前提）】

Metadata（必須）
- Entry ID（自動採番）：
- Project / Matter：
- Confidentiality（社外秘/部外秘/公開候補）：
- Experiment date（作業日）：
- Author（アカウント）：
- Witness/Reviewer（役割で指定）：
- Related prior art（DOI/特許公報番号/URL/社内調査ID）：

Materials（必須）
- Reagent list（vendor, catalog#, lot/batch, expiry, storage）：
- Samples（sample ID, lineage, storage, chain-of-custody）：

Equipment（必須）
- Instrument（model, asset ID, software ver., calibration）：
- Key parameters（数値）：

Procedure
- Protocol (version-controlled)：
- Deviations（why/impact）：

Results（必須）
- Observations（当日記録）：
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- Primary data（添付/リンク：ファイルID、保存場所、ハッシュ）：
- Processed data（解析結果、スクリプト/ノートブックID）：

Invention & Timeline
- Problem → Solution（特徴点の文章化）：
- “What is new?”（従来との差分）：
- Next step（出願判断のトリガー）：

Compliance / Evidence
- E-signature (Author) → lock entry
- Witness signature → countersign & lock (final)
- Audit trail auto-recording (who/what/when)
- Export package（PDF + attachments list + checksums）

【ELNテンプレート E-2：発明タイムライン（優先日・改良管理向け）】

- Invention/Ticket ID：
- Date/time（自動タイムスタンプ）：
- Event type（Idea / Experiment / Prototype / Test / Prior art search / Filing decision）：
- Summary（1-3行）：
- Contributors（誰が何をしたか）：
- Evidence links（ELN entry / raw data / drawings / emails / minutes）：
- “Priority relevance”（優先日前/後、基礎出願に含まれるか）：
- Review/approval（知財・上長）：
- Lock + audit trail

PDF向けレイアウト案（提出・開示・監査に強い“出力仕様”）

ELNは「PDF出力して終わり」ではなく、PDFが“証拠パッケージ”として自立する設計が望ましい。理由は、
争いになったときに、相手方・裁判所・代理人がまず見るのが“提出資料（PDF）である”ことが多いからであ
る。

推奨するPDFパッケージの体裁（A4縦・余白20mm程度）：

1ページ目：Entry ID、プロジェクト、作業日、作成者、最終署名者、最終ロック日時、機密区分、
ページ番号
本文：目的→材料（ロット）→装置設定→手順→結果→考察→発明要素→次アクション
添付一覧：原データ（ファイルID／ハッシュ／保存場所）、画像、スクリプト、図面
末尾：署名マニフェスト（署名者名・日時・意味）、ウィットネス記録、監査証跡サマリ（編集回
数、最終編集者、編集理由の有無）

この考え方は、電子記録で「誰がいつ何をしたか」を独立に記録する監査証跡の要請（例：閉鎖系でのタイ
ムスタンプ付き監査証跡）や、FDAガイダンスの監査証跡定義（作成・変更・削除の経緯再構築）とも整合す
る。

運用ルールと社内ポリシー案

“きれいなテンプレ”があっても、運用が崩れると証拠力は落ちる。情報処理推進機構 のガイドラインで
も、ログ・証跡の安全保存、改ざん・削除防止、アクセス制限、定期確認などを含む運用が重要とされてい
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る。
実験ノートについても同様で、「作成ルール」＋「保管ルール」＋「監査ルール」＋「権限ルール」がセッ
トで必要になる。

運用ルール（紙・ELN共通の最小セット）

発行・管理：Notebook/Entryの管理番号、使用者、使用開始日、使用終了日、保管者、保管期限を
明記し、管理者が一元保管する（紙は特に重要）。
レビュー：記録者署名から一定期間内にレビュー（目撃者/ウィットネス）を実施し、遅延理由も残
す。研究公正の推奨でも「各ページに記載者と証人の日付・署名」等が示される。
アクセス管理（ELN）：役割ベース（作成／レビュー／承認／管理）で権限分離し、ログ・証跡は改
ざん・削除防止と限定アクセスにする。
バックアップ：バックアップデータを本番から物理的に分離して保管する等、障害・災害・攻撃で同
時に失われるリスクを低減する（復元テストも含める）。
監査ログ：重要情報へのアクセス履歴・操作履歴は取得し、定期的に確認する。特にシステム管理者
の操作ログは、管理者以外が定期確認する。
確定（タイムスタンプ/確定日付/ロック）：重要発明・秘匿ノウハウは、発明の重要度に応じてタイ
ムスタンプや確定日付、公証等を使い分けて証拠力を上げる。

社内ポリシー案（チェックリスト形式）

（汎用会社向けの“たたき台”。法務・知財・研究の合意で確定させる。）

作成（研究者・技術者）

[ ] 当日中に記録（観察・結果は即記載）し、事実と考察を区別する。
[ ] 試薬ロット・装置設定・対照・逸脱を必ず残す（テンプレ必須欄）。
[ ] 原データ（生データ）の所在を記し、貼付困難なものは相互引用する。
[ ] 先行技術・関連文献を「知った日」とセットでメモし、出願時の文献開示に備える。
[ ] 発明の特徴点（課題→解決手段→効果）を短文で残す（後の明細書ドラフト素材）。

レビュー（目撃者／上長／知財）

[ ] 署名・レビュー（witness）を所定期間内に実施し、遅延時は理由を記録。
[ ] 共同研究の場合、提案者・決定事項・寄与の整理が残っているか確認。

保管（管理者・IT・知財）

[ ] 紙ノートは管理番号で発行し、保管者が一元保管（持ち帰り禁止、鍵付き）。
[ ] ELNは役割ベースアクセス、監査ログの保護、定期レビュー（管理者のログ含む）。
[ ] バックアップは本番から物理分離（遠隔地/別媒体）し、世代管理＋復元テスト。
[ ] 重要発明はタイムスタンプ／確定日付／公証等を使い分け（記録パッケージ化）。

リスクと回避策

実験ノートの弱点は「書き方のミス」よりも、「運用の穴（後で穴が見つかる）」で露呈しやすい。特に訴
訟では、相手方は“改ざん可能性”“記録の後付け”“原データ不在”を攻めてくるため、攻撃されやすい不備パ
ターンを先に潰すのが合理的である。
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よくある不備と修正方法（紙・ELN）

不備（よくあ
る）

何が問題にな
るか

今すぐできる修正 再発防止（仕組み）

ルーズリーフ／
ページ差替え可
能

“後から挿入・
削除できる”と
疑われる

可能なら製本ノートに切
替。既存分は冊子化して確
定日付等で補強検討

JPO推奨の連続頁・斜線・管理情
報をSOP化 

空白が大量に残
る

後日追記の余
地が残る

空白に斜線＋日付＋イニ
シャル（紙）

テンプレで欄を固定、当日完結の
癖付け 

訂正が「消され
ている」

改ざん疑い
二重線で残し、訂正日＋署
名（紙）／編集理由入力
（ELN）

監査証跡・ロック運用（ELN） 

原データが見つ
からない

内容の信用性
が落ちる（再
現不能）

保存先・ファイル名・測定
IDを追記し、所在を確定

原データ保管ポリシー＋物理分離
バックアップ 

証人（レ
ビュー）がいな
い

客観性が弱い
直近分からでもレビュー制
度を開始

ELN witnessing／紙の
Read&Understoodをルール化 

共同発明の寄与
が曖昧

発明者争いで
不利

会議メモで提案者・決定事
項を追記

タイムラインテンプレ（寄与分
解）運用 

ELN移行で履歴
が欠落

“監査証跡が消
えた”と見られ
る

旧ELNのエクスポート（監
査証跡付き）を凍結保管

移行要件に「監査証跡・署名・添
付・バージョン」完全性を明記 

ELN移行時の注意点（証拠力の観点）

ELN移行で最も危険なのは、①ページやエントリの“ロック後編集”が可能な設定、②監査証跡が「編集内容を
隠す」形で残る、③移行で監査証跡や署名情報が落ちる、④退職・異動でアカウント帰属が喪失する、の4つ
である。電子記録の信頼性に関する規範（例：タイムスタンプ付き監査証跡で作成・変更・削除を独立記録
し、変更が過去情報を覆い隠さない等）や、監査証跡を「事象の経緯再構築のための安全なタイムスタンプ
付き記録」とする定義は、このリスクをそのまま言い当てている。

主要ベンダーは、監査証跡の参照・エクスポート、厳格なバージョニング、電子署名でのロックなどを、コ
ンプライアンス／データガバナンスの要素として掲げているため、移行要件定義では「その機能があるか」
ではなく「自社の運用で確実に使われ、監査可能か」まで落とす必要がある。
また、ログ・証跡の保存と改ざん防止、限定アクセス、定期確認（管理者ログを第三者が確認）といった運
用面の要求も、内部不正防止ガイドラインで具体化されているため、ELNは“研究ツール”であると同時に“証
拠保全システム”として扱うのが安全である。

匿名化した実例

以下の実例は、「証拠に強い書き方」を実務者が手元で再現できるよう、匿名化した具体例として示す（紙2
例、ELN2例）。構造は、日本学術振興会 の研究公正ガイドにある「時間順・空白なし・即記載・貼付物
の署名・第三者が再現できる詳細・共同研究で帰属を意識」等の要点、および特許庁資料の研究ノート作成
指針（修正方法・連続頁・貼付物署名・管理情報）に沿わせている。
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あわせて、証拠化フローの全体像を示す。

flowchart TD
A[着想/課題の発見] --> B[当日記録：条件・設定・観察・結果]
B --> C[原データ保全：保存先・ID・ハッシュ/媒体]
C --> D[レビュー/目撃者：Read & Understood 署名]
D --> E[確定：紙=割印/管理保管  ELN=電子署名+ロック+監査証跡]
E --> F[定期監査：ログ確認・バックアップ・アクセス棚卸]
F --> G[特許出願/審査：実験成績証明書・先行技術開示に活用]
F --> H[訴訟/紛争：先使用権・発明者/権利帰属・真正性立証]

この流れは、研究ノートを先使用権・発明者立証等に使うという特許庁資料の位置づけ、研究ノートが客観
証拠として発明者認定に用いられた裁判例、そしてログ・証跡の改ざん防止・限定アクセス・定期確認を求
める公的ガイドの方向性と整合する。

紙ノート 記入例

紙例 1：材料系（配合条件と評価の“実施例”を意識した記録）

Notebook ID: MTRL-2026-01   Page: 24/200   Project: PJT-K
Date: 2026-03-18  Start 09:10  End 12:40
Author: （自署）T.K.

Title: 低吸水ポリマー配合の耐湿性改善（試作#K-0318A）

目的/狙い：
- 課題：湿度85%環境での寸法変化が大きい。
- 仮説：架橋剤Xを0.05→0.10 wt%へ増量し、可塑剤Yを変更すれば寸法変化が低下する。

先行技術メモ：
- 社内試作#K-0212（Page 11参照）ではX=0.05で効果限定。
- 特許公報JP20XX-XXXXXX（2026-03-17に確認）：架橋剤Xの範囲記載あり（比較対象候補）。

試薬・材料：
- 樹脂A（Vendor A, Cat A-100）Lot A1-2602  有効期限 2027-02
- 架橋剤X（Vendor B, Cat X-7）Lot X7-25A  有効期限 2026-12
- 可塑剤Y（Vendor C, Cat Y-3）Lot Y3-2409  有効期限 2026-09

装置・設定：
- ミキサー：MX-200（資産ID EQ-0142）回転数 1200 rpm 10分
- 成形：PR-10（資産ID EQ-0021）温度 185℃ 圧力 5MPa 5分
- 環境試験槽：TH-85（資産ID EQ-0331）85℃/85%RH 24h

手順：
1) 配合（A 99.90 wt%, X 0.10 wt%）を計量（電子天秤ID BAL-04）。
2) ミキサー条件上記。
3) 成形条件上記、試験片ID K-0318A-01〜03作製。
4) TH-85へ投入、24h後に寸法変化率ΔL/L測定。
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観察・結果（当日）：
- 成形時：気泡なし、外観良好。
- 24h後寸法変化：0.42%, 0.39%, 0.44%（平均0.42%）
- 参考：#K-0212は平均0.88%（Page11）

原データ所在：
- 計量ログ：\\RND-FS\PJT-K\raw\2026-03-18\weighing_BAL-04.csv
- 試験槽ログ：\\RND-FS\PJT-K\raw\2026-03-18\TH-85_log.txt
- 測定写真：\\RND-FS\PJT-K\raw\2026-03-18\meas_photo_*.jpg

考察：
- X増量で寸法変化が約半減。次は可塑剤Y変更と温度依存を評価。
- 発明要素候補：Xの範囲＋特定の成形条件＋耐湿効果（比較例を用意する）。

署名：
Author署名：________  2026-03-18
Witness（Read & Understood）：________  2026-03-19

この例で「証拠力の核」になるのは、当日記録、空白・訂正ルール、貼付や所在の相互引用、第三者が追試
できる詳細、先行技術を“知った日”とセットで残す点である。

紙例 2：ソフト／装置系（装置設定・ログ・改訂を重視した記録）

Notebook ID: DEV-2026-02   Page: 7/150   Project: PJT-S
Date: 2026-02-04  Start 14:05  End 18:10
Author: （自署）M.N.

Title: センサ補正アルゴリズムv0.3の性能評価（治具条件固定）

目的：
- 課題：温度ドリフトで出力誤差が拡大（±3.5%）。
- 仮説：温度Tを入力に含む2次補正で±1.0%以内に改善できる。

環境/条件：
- 室温：23.1℃（空調ログ参照）
- サンプル数：N=120（治具S-JIG-02、固定条件）
- 評価指標：MAPE, 最大誤差

装置・設定：
- 計測治具：S-JIG-02（校正済、校正日 2026-01-15）
- センサFW：1.12
- ロガー設定：1Hz, 1200秒

手順：
1) アルゴv0.3を適用（Commit hash 8f3c1a2）
2) 同一データセットでv0.2（Commit 41bd9e0）と比較

結果：
- v0.2：MAPE 1.92%, 最大 3.48%
- v0.3：MAPE 0.78%, 最大 1.12%
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原データ所在：
- raw：\\RND-FS\PJT-S\raw\2026-02-04\run_001.bin
- parse script：\\RND-FS\PJT-S\analysis\parser_v2.py
- report：\\RND-FS\PJT-S\analysis\report_20260204.pdf

発明要素メモ：
- 温度入力と係数推定手順の組合せが特徴点候補。
- 比較例（v0.2）を準備済。次回は別治具で再現性確認。

署名：
Author署名：________  2026-02-04
Witness：________  2026-02-05

「装置設定・ログ・コミット等で“同一条件が再現できる”」ことを明確化するのがポイントで、電子記録の
監査証跡・ログ管理の考え方（誰がいつ何をしたか、長期保存、改ざん防止）と整合する。

ELN 記入例（スクリーンショット風）

ELN例 1：生物系（witnessing とロック、原データ添付を意識）

┌──────────────────────────────────────────────┐
│ ELN Entry ID: BIO-PJT2-2026-000118   Status: FINAL LOCKED │
│ Project: PJT2   Confidentiality: Internal               │
│ Experiment date: 2026-03-03                              │
│ Author: user_a (A.K.)   E-sign: 2026-03-03 19:12         │
│ Witness: user_w (S.H.)  Witness sign: 2026-03-04 10:05   │
├──────────────────────────────────────────────┤
│ Title: 阻害剤ZのIC50測定（Assay#Z-0303）                │
│ Objective: 既存阻害剤(Ref)より低IC50を確認             │
│ Related prior art: JP20XX-YYYYYY / DOI:10.xxxx/xxxx     │
├──────────────────────────────────────────────┤
│ Materials (structured)                                   │
│ - Reagent: Inhibitor Z, Vendor D, Cat Z-11, Lot Z11-2601 │
│ - Substrate Q, Vendor E, Cat Q-2, Lot Q2-2508            │
│ - Cell line: CL-7 (Bank ID CL7-0042)                     │
├──────────────────────────────────────────────┤
│ Equipment & Settings                                      │
│ - Plate reader PR-9 (Asset EQ-091), SW 4.2               │
│ - Wavelength 450nm, Gain 80, Read mode endpoint          │
├──────────────────────────────────────────────┤
│ Procedure (Protocol versioned)                            │
│ - Protocol: ASSAY-IC50-v1.4 (locked)                      │
│ - Deviations: none                                        │
├──────────────────────────────────────────────┤
│ Results                                                    │
│ - IC50 (Z): 32 nM (n=3)                                   │
│ - Control (Ref): 110 nM                                   │
│ Attachments (raw):                                        │
│   * PR9_run_20260303_001.raw   SHA256: <auto>            │
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│   * plate_layout.png           SHA256: <auto>            │
│   * analysis_notebook.ipynb    SHA256: <auto>            │
├──────────────────────────────────────────────┤
│ Invention notes                                            │
│ - New: Zの置換基R2が活性に寄与（候補）                   │
│ - Next: 溶解性/毒性評価、比較例追加                      │
└──────────────────────────────────────────────┘

Audit Trail (excerpt)
- 2026-03-03 18:10 user_a created entry
- 2026-03-03 19:12 user_a e-signed (entry locked)
- 2026-03-04 10:05 user_w witnessed (final lock)

ここで“証拠として強い”のは、①署名後にロックされる（編集不能化）設計、②証人レビュー
（witnessing）で第二者が確認して確定する設計、③監査証跡が「作成・変更・削除の経緯再構築」に足る
形で残る点である。監査証跡の要件（タイムスタンプ・変更が過去情報を覆い隠さない）や、witnessing機
能で署名ページが恒久ロックされる旨のベンダー説明と整合する。

ELN例 2：機械系（図面・設定・確定日付相当の扱いを意識）

┌──────────────────────────────────────────────┐
│ ELN Entry ID: MEC-PJT9-2026-000044   Status: SIGNED      │
│ Project: PJT9   Confidentiality: Confidential            │
│ Date: 2026-01-20   Author e-sign: 2026-01-20 21:33       │
│ Reviewer: IP_team (K.I.) reviewed: 2026-01-22 09:40      │
├──────────────────────────────────────────────┤
│ Title: バルブ機構Vの試作とリーク試験（Prototype V-01）   │
│ Problem: 高圧時リーク（既存構造）                       │
│ Solution: シール形状を三段化＋締結トルク範囲最適化       │
├──────────────────────────────────────────────┤
│ Parts & Lots                                              │
│ - Seal material S (Supplier F) Lot S-2512                 │
│ - Body machining batch: MCH-20260118-07                   │
├──────────────────────────────────────────────┤
│ Equipment & Settings                                      │
│ - Pressure bench PB-3 (Asset EQ-311), range 0-20MPa       │
│ - Test: 12MPa 유지 30min, temp 25℃, n=5                  │
├──────────────────────────────────────────────┤
│ Results                                                    │
│ - Leak rate avg: 0.08 mL/min (baseline 0.45)              │
│ - Failure mode: none observed                              │
│ Attachments                                                │
│   * drawing_V-01.pdf   SHA256:<auto>                      │
│   * PB3_log.csv        SHA256:<auto>                      │
│   * video_test.mp4     SHA256:<auto>                      │
├──────────────────────────────────────────────┤
│ Prior art memo                                             │
│ - JP20XX-ZZZZZZ: 二段シール（差分：三段＋トルク範囲）     │
│ Filing readiness                                           │
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│ - Claim concept draft: stored in IP-Matter PJT9-003        │
└──────────────────────────────────────────────┘

重要発明についてタイムスタンプ・確定日付・公証などを使い分けて証拠力を上げるという方針は特許庁資
料で示されており、ELN側では「署名ロック＋監査証跡＋添付のハッシュ等」で“確定日付相当の強さ”を狙う
設計が現実的になる。
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